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一般社団法人沖縄やんばるＤＭＯ 協賛金及び寄付金に関する規程 

 

令和８年５月１日制定 

規程第９号 

 

（目的） 

第1条 この規程は、一般社団法人沖縄やんばるＤＭＯ（以下「当法人」という。）の活動

を支援する目的で受け入れる協賛金及び寄付金の取扱い、並びに個人の寄付会員につい

て必要な事項を定めるものとする。 

 

（協賛金及び寄付金の定義） 

第2条 この規程において「協賛金」とは、当法人の特定事業やイベント等の趣旨に賛同

し、これを支援する目的で法人又は団体から提供される資金をいう。協賛金について

は、当法人が協賛者に対し広報上の露出機会（ロゴ掲出等）を提供する場合があり、そ

の内容と協賛金の関係については別途定める募集要項に従うものとする。 

２ この規程において「寄付金」とは、当法人の目的や活動全般を支援するため、法人、

団体又は個人から対価を求めずに無償で提供される資金をいう。 

３ 当法人は、協賛金及び寄付金の収益事業該当性、消費税の取扱い及び税務処理につい

て、顧問税理士の指導に従い適正に処理するものとする。 

 

（受け入れの制限） 

第3条 当法人は、協賛金又は寄付金を提供する者（以下「協賛者等」という。）が次の各

号のいずれかに該当する場合は、その受け入れを拒否しなければならない。 

一 暴力団等の反社会的勢力に該当する者 

二 反社会的勢力に対し資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、社会的に非難され

るべき関係を有する者 

三 自ら又は第三者を利用して、暴力的・脅迫的な要求行為や業務妨害等の不当な行為

を行う者 

２ 当法人は、協賛者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、その受け入れを拒否す

ることができる。 

一 違法行為又は著しく道義に反する行為をするなど、当法人の名誉や信用を毀損する

おそれがあるとき 

二 他、当法人が受け入れを不適当と認めたとき 

 

（税制上の取扱いに関する説明） 

第4条 当法人への協賛金及び寄付金の税制上の取扱いは、次のとおりである。 
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２ 当法人は、公益社団法人・認定ＮＰＯ法人等の認定を受けていない一般社団法人であ

るため、当法人への寄付金については、個人の所得控除（寄付金控除）及び法人の損金

算入（特定公益増進法人等への寄付金の特例）の税制優遇措置は原則として適用されな

い。 

３ 協賛金については、協賛者（法人）にとっての税務上の取扱い（広告宣伝費・交際費

等への計上の可否）は協賛者それぞれの税務判断によるものであり、当法人はこれにつ

いて保証しない。 

４ 寄付金及び協賛金の税務処理については、当法人は定期的に顧問税理士の指導を受

け、適正に申告・処理するものとする。 

 

（募集要項への委任） 

第5条 協賛金及び寄付金の募集方法、金額設定、及び協賛者等への提供価値（特典）に関

する詳細は、代表理事が別に定める協賛金及び寄付金募集要項によるものとする。募集

要項の制定・改廃は代表理事が行い、次回理事会に報告するものとする。 

 

（会計処理） 

第6条 協賛金及び寄付金の会計処理については、次のとおりとする。 

一 協賛金は、対応する事業の実施時期に応じて収益計上するものとし、事業実施前に

受け入れた協賛金は前受金として処理する。 

二 協賛金のうち収益事業に係るものは収益事業会計に区分して経理処理し、非収益事

業に係るものは非収益事業会計に区分して処理するものとする。 

三 寄付金は、真の無償提供（対価性のないもの）として受け入れた時点で収益計上す

るものとし、消費税不課税取引として処理する。 

四 会計処理の詳細については、顧問税理士・公認会計士の指導に基づき経理規程の定

めにより適正に処理するものとする。 

 

（個人の寄付会員） 

第7条 第２条第２項の規定により寄付を行った個人のうち、当法人の活動に賛同する者に

ついては、本人の希望により理事会の承認を得て、定款及び会員規程に基づく会員（以

下「寄付会員」という。）として取り扱うものとする。 

２ 入会申込にあたっては、当法人の会員規程第２条第３項各号の要件を満たすととも

に、反社会的勢力に該当しないことを誓約しなければならない。 

３ 寄付会員は、社員総会における議決権を持たない。また、会員規程に定める年会費の

納入義務を負わない。 

４ 寄付会員が当法人の活動に際して受ける情報提供・勉強会等への参加機会は、当法人

の広報・普及活動の一環として提供するものであり、寄付金に対する個別の対価ではな

い。 
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５ 寄付会員の変更の届出、会員情報の管理、及び退会・除名等については、当法人の会

員規程第４条から第６条まで及び第８条から第９条までの規定を準用する。 

 

（拠出金品の不返還） 

第8条 既納の協賛金及び寄付金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。 

 

（規程の改廃） 

第9条 本規程の改廃は、理事会の決議により行うものとする。 

 

（補則） 

第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が別に定めるものとする。 

 

附 則 

１ この規程は、令和８年５月１日から施行する。 

２ 令和８年１月に運用を開始した会員募集に係る取扱いについては、本規程の定めに準

じて処理したものとみなす。 


